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「店頭デリバティブ取引約款」新旧対照表 
変更箇所：下線部 

新 旧 

第６条(取引口座) 

３ 本取引に関して、預託証拠金の出し入

れ、反対売買による差金決済、取引の執行、

売買代金の決済、取引手数料が発生する場合

は当該取引手数料、助言による報酬が発生す

る場合は当該報酬、 その他本取引に関する

金銭の授受等のすべてを当該お客様の本取引

口座内において処理するものとします。 

 

 

第１１条(預託証拠金等) 

４ 当社は、本取引により差損益金が生じた場

合、お客様に事前に通知することなく当該差

益金を預託証拠金に振替、又は充当できるも

のとします。または、本取引により、取引手

数料及び助言報酬が発生した場合には、預託

証拠金から充当できるものとします。 

 

 

第１３条(手数料、助言報酬 および諸経費) 

お客様は、当社に対し、当社が別途定める

取引手数料、助言報酬、口座管理料、その他

の手数料および必要費用 (以下「取引手数料

等」という。) を支払うこととします。当社

は、お客様に事前に通知することにより取引

手数料等を変更することができ、お客様が取

引手数料等の変更後に本取引を行った場合に

は、お客様がかかる変更を承諾したものと見

なします。俺の EA使用可能なグループを選択

する場合は、EA 使用の可否はお客様自身の判

断で行うものとし、お客様は別に定める取引

手数料もしくは助言報酬をお支払い頂きま

す。１千通貨あたり、１円～20円（１円刻み）。 

 

 

第６条(取引口座) 

３ 本取引に関して、預託証拠金の出し入

れ、反対売買による差金決済、取引の執

行、売買代金の決済、取引手数料が発生す

る場合は当該取引手数料、その他本取引に

関する金銭の授受等のすべてを当該お客様

の本取引口座内において処理するものとし

ます。 

 

 

第１１条(預託証拠金等) 

４ 当社は、本取引により差損益金が生じた

場合、お客様に事前に通知することなく当該

差益金を預託証拠金に振替、又は充当できる

ものとします。または、本取引により、取引

手数料が発生した場合には、預託証拠金から

充当できるものとします。 

 

 

第１３条(手数料および諸経費) 

お客様は、当社に対し、当社が別途定める

取引手数料や、口座管理料、その他の手数料

および必要費用 (以下「取引手数料等」とい

う。) を支払うこととします。当社は、お客

様に事前に通知することにより取引手数料

等を変更することができ、お客様が取引手数

料等の変更後に本取引を行った場合には、お

客様がかかる変更を承諾したものと見なし

ます。俺の EA 使用可能なグループを選択す

る場合は、EA 使用の可否はお客様自身の判

断で行うものとし、お客様は別に定める取引

手数料をお支払い頂きます。１千通貨あた

り、１円～20円（１円刻み）。 
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新 旧 

第１５条(差金決済) 

本取引に関わるお客様のポジションについ

て、お客様が任意にこれを反対売買することが

できることとします。この場合、当社はお客様

の売付総代金から買付総代金を控除し、お客様

の本取引口座において預託証拠金に振替えま

す。益金がある場合は預託証拠金に加算し、損

金がある場合、または、取引手数料及び助言報

酬が発生した場合は預託証拠金をもって充当

します。これによってお客様の預託証拠金の額

が増減することを、お客様は予め了承するもの

とします。 

 

第１５条(差金決済) 

本取引に関わるお客様のポジションについ

て、お客様が任意にこれを反対売買すること

ができることとします。この場合、当社はお

客様の売付総代金から買付総代金を控除し、

お客様の本取引口座において預託証拠金に振

替えます。益金がある場合は預託証拠金に加

算し、損金がある場合、または、取引手数料

が発生した場合は預託証拠金をもって充当し

ます。これによってお客様の預託証拠金の額

が増減することを、お客様は予め了承するも

のとします。 

 

 


